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は
じ
め
に

　
人
口
の
高
齢
化
は
中
国
に
と
っ
て
二
一
世
紀
最
大
の
問
題
で
あ

る
。
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
中
国
は
世
界
に
類
を
見
な
い
ス

ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
中
国
国
家
統
計
局
の
統
計

に
よ
る
と
、
二
〇
一
九
年
末
現
在
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
・

七
六
億
人
、
総
人
口
の
一
二
・六
％
を
占
め
て
い
る
。

　
高
齢
化
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
な
か
、
高
齢
者
介
護
へ
の
需
要
が

日
々
増
加
し
、
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
構
築
が
急
務
に
な
っ
た
。
こ

う
し
た
背
景
の
も
と
、「
老
齢
化
背
景
下
的
養
老
服
務
体
系
優
化
」

（
高
齢
化
を
背
景
と
す
る
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
最
適
化
）
と
い
う

研
究
課
題
は
中
国
の
二
〇
一
四
年
度
の
十
大
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
イ

シ
ュ
ー
の
一
つ
と
な
り
、
学
者
た
ち
の
注
目
を
集
め
た
。
学
術
的
に

ホ
ッ
ト
な
話
題
と
選
ば
れ
た
理
由
は
、
養
老
保
険
分
野
に
お
い
て
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
学
界
は
主
と
し
て
資
金
制
度
を
研
究
対
象
と
し

た
が
、
サ
ー
ビ
ス
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
検
討
は
不
十
分
で
、
目
下

養
老
保
障
資
金
制
度
の
構
築
が
多
く
の
進
展
を
見
せ
た
と
同
時
に
、

高
齢
化
の
も
と
で
、
い
か
に
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
最
適
化
を
通
じ

て
可
及
的
に
養
老
資
源
を
増
強
す
る
の
か
が
学
界
の
重
要
な
課
題
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
研
究
課
題
は
主
と
し
て
以
下
の
四
つ
が
含
ま

れ
る
。
一
つ
目
は
、
養
老
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
認
識
の
誤
り
を
正
す

中
国
都
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こ
と
で
あ
る
。
実
地
調
査
を
通
じ
て
、
学
者
た
ち
は
「
在
宅
養
老
を

家
族
養
老
と
同
一
視
す
る
こ
と
」「
社
〉
1
〈区

養
老
を
施
設
養
老
と
同
一

視
す
る
こ
と
」「
施
設
養
老
を
市
場
化
養
老
と
同
一
視
す
る
こ
と
」

な
ど
の
認
識
を
正
し
た
。
二
つ
目
は
、
養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
構

築
の
国
際
経
験
と
教
訓
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
イ

ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
カ
ナ
ダ
な
ど
の

養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
構
築
の
経
験
と
教
訓
を
総
括
し
た
。
三
つ

目
は
、
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
構
造
体
系
を
完
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主

と
し
て
三
種
類
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
方
式
の
機
能
や
位
置
づ
け
、
協

力
、
協
同
推
進
な
ど
の
内
容
を
検
討
し
た
。
四
つ
目
は
養
老
サ
ー
ビ

ス
の
責
任
体
系
を
最
適
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
「
孝
」

文
化
を
基
礎
と
し
、
政
府
、
社
会
、
個
人
な
ど
の
主
体
が
養
老
サ
ー

ビ
ス
体
系
の
改
革
と
発
展
に
お
け
る
責
任
分
掌
を
明
確
に
し
、
政
府

の
財
政
、
社
会
組
織
、
民
間
資
本
、
家
庭
及
び
個
人
の
責
任
内
容
、

責
任
を
負
う
手
段
や
方
式
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
あ
〉
2
〈

る
。

　
し
か
し
、
数
多
く
の
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
先
行
研
究
で

は
、
ほ
と
ん
ど
が
社
区
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
家
族
養
老
、
施
設
養
老
と

並
列
す
る
三
種
類
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
と
見
な
し
て
お
り
、
社
区
在
宅

養
老
サ
ー
ビ
ス
の
概
念
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

丁
建
定
は
「
在
宅
養
老
と
家
族
養
老
を
同
一
視
す
る
」、「
社
区
養
老

と
施
設
養
老
を
同
一
視
す
る
」
な
ど
の
認
識
の
誤
り
を
正
し
た
後
、

在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
完
備
に
は
「
自
力
を
主
と
し
て
、
家
族
と
社

区
を
補
助
と
し
、
在
宅
を
主
と
し
て
、
社
区
と
施
設
を
補
助
と
し
、

家
族
を
主
と
し
て
、
政
府
と
社
会
支
援
を
補
助
と
す
る
な
ど
の
原
則

を
堅
持
す
べ
〉
3
〈

き
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
政
府
と
社
会
支
援
を
意
識

し
て
は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
自
力
を
強
調
し
て
お
り
、
在
宅
養
老
の

家
族
機
能
の
限
界
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
国
際
経
験
の
総
括
は
欧
米
に
対
す
る
研
究
が
多
〉
4
〈
く
、
中
国

の
文
化
と
共
通
点
の
多
い
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
り
わ
け
日
本
の
経
験
に

対
す
る
研
究
が
少
な
い
。

　
一
方
、
日
本
国
内
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
統
計
分
析
な
ど
の
手

法
で
中
国
の
高
齢
者
福
祉
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
た
り
、
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
を
通
し
て
中
国
の
一
地
域
の
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
分
析

を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
胡
宝
奇
と
大
和
三
重
は
天
津
市

の
社
区
に
お
け
る
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
い
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
違
い
に
よ
っ
て
在
宅
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
意
向
に
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
〉
5
〈

た
。
張
紀
南

と
韓
懿
は
天
津
市
に
お
け
る
各
年
齢
層
の
住
民
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
い
、
中
国
の
高
齢
者
福
祉
の
現
状
と
問
題
点
を
指
摘

し
〉
6
〈
た
。
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
研
究
と
し
て
、
姚
新
華
と
水
垣
源
太
〉
7
〈郎

や
、
畢
麗
〉
8
〈傑

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
中

国
の
高
齢
者
福
祉
の
実
態
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
理
論
的
検
討

が
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
社
区
の
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
に
す
る

研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
社
区
の
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
一
つ
の
シ
ス
テ

ム
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
。

　
中
国
で
は
伝
統
的
な
儒
教
の
「
孝
」
文
化
の
影
響
で
、
家
族
に
よ
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る
高
齢
者
扶
養
や
介
護
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
約
三
十
数

年
間
の
一
人
っ
子
政
策
の
実
施
に
よ
り
、
夫
婦
二
人
が
子
供
一
人
と

双
方
の
両
親
四
人
を
養
う
「
四
・
二
・
一
」
の
家
族
構
成
が
形
成
さ

れ
、
高
齢
者
介
護
の
家
族
機
能
が
弱
体
化
し
、
家
族
の
み
で
高
齢
者

介
護
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設

も
不
足
し
て
お
り
、
急
速
に
増
加
す
る
高
齢
者
の
需
要
に
追
い
つ
い

て
い
な
い
。
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
社
区
の
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス

が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
先
進
国
の
中
で
最

も
高
齢
化
率
の
高
い
日
本
が
推
し
進
め
て
い
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
政
策
は
中
国
の
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
の
厚
生
労
働
省
は
二
〇
二
五
年
を
目
途
に
、
高
齢
者
の
尊
厳

の
保
持
と
自
立
生
活
の
支
援
と
い
う
目
的
の
も
と
で
、
可
能
な
限
り

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
後
ま
で
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
包
括
的
な
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
提

供
体
制
（
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
）
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
は
、
地
域
に
お
け
る
「
介
護
」「
医

療
」「
予
防
」「
生
活
支
援
」「
住
ま
い
」
の
五
つ
の
サ
ー
ビ
ス
を
一

体
的
に
提
供
で
き
る
ケ
ア
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
時
代
の
「
在
宅
生
活
」
に
対
す
る
意
識
を

も
っ
た
個
人
が
生
活
す
る
「
住
ま
い
」
が
提
供
さ
れ
、
そ
の
住
ま
い

に
お
い
て
必
要
な
「
生
活
支
援
」
が
地
域
で
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
加

え
、
専
門
職
に
よ
る
「
介
護
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」「
医
療
・

看
護
」「
保
健
・
予
防
」
が
有
機
的
に
連
携
し
、
一
体
的
に
提
供
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
で
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
が
生

活
を
支
え
て
い
る
状
態
に
な
る
。
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
、「
自
助
・
互
助
・
共
助
・
公
助
」
と
い
う
四
つ
の
「
助
」
の
力

を
連
携
さ
せ
て
、
様
々
な
生
活
課
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。「
自
助
」
と
は
自
分
自
身
で
自
分
を
助
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
互
助
」
と
は
個
人
的
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
人

間
同
士
が
助
け
合
い
、
各
々
が
直
面
し
て
い
る
生
活
課
題
を
お
互
い

が
解
決
し
合
う
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
家
族
や
隣
近
所
同
士
の
助
け

合
い
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
っ
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社

会
資
源
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
共
助
」
と
は
、
制

度
化
さ
れ
た
相
互
扶
助
の
こ
と
で
あ
り
、
介
護
保
険
制
度
に
代
表
さ

れ
る
社
会
保
険
制
度
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。「
公
助
」
と

は
、
自
助
あ
る
い
は
互
助
や
共
助
で
は
対
応
で
き
な
い
「
困
窮
」
な

ど
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
生
活
保
障
制
度
や
社
会
福
祉
制
度
の

こ
と
で
あ
〉
9
〈
る
。

　
こ
の
「
自
助
・
互
助
・
共
助
・
公
助
」
の
役
割
分
担
・
相
互
補
完

論
は
、
近
年
、
日
本
に
お
い
て
高
齢
者
福
祉
を
考
え
る
際
に
注
目
さ

れ
て
い
る
研
究
方
法
で
あ
る
。
こ
の
相
互
補
完
論
の
提
唱
者
の
一
人

で
あ
る
池
田
省
三
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
共
助
が
も
っ
と
も
大

き
な
比
重
を
占
め
る
べ
き
で
、
公
助
は
あ
く
ま
で
そ
の
補
完
的
な
役

割
を
演
じ
る
べ
き
だ
と
提
唱
し
て
い
る
。
地
域
に
お
け
る
共
助
の
適

用
性
に
つ
い
て
、
介
護
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
地
域
を
ど
う
元
気
づ

け
る
か
、
生
活
環
境
を
い
か
に
し
て
守
っ
て
い
く
か
な
ど
、
あ
ら
ゆ
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る
問
題
に
広
が
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
池
田
は
「
超

高
齢
社
会
」
を
迎
え
よ
う
と
す
る
日
本
の
未
来
を
見
据
え
て
、
自

治
、
自
律
に
よ
る
共
助
の
思
想
、
す
な
わ
ち
職
域
や
地
域
で
、
市
民

が
主
体
的
に
相
互
支
援
シ
ス
テ
ム
を
社
会
的
に
構
築
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
強
調
し
〉
10
〈
た
。

　
ま
た
、
藤
田
弘
夫
ら
は
、
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
あ
た
っ

て
の
原
理
を
、
社
会
生
活
を
営
む
私
的
領
域
・
公
共
領
域
・
共
同
領

域
の
三
領
域
の
重
な
り
の
中
に
見
出
し
た
共
助
、
互
助
、
公
助
に
求

め
て
い
〉
11
〈

る
。
そ
し
て
、「
現
在
の
生
活
様
式
及
び
生
活
文
化
に
規
定

さ
れ
な
が
ら
も
、
多
様
な
属
性
を
持
つ
人
々
を
互
い
に
排
除
す
る
こ

と
な
く
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
個
人
な
い
し
集
団
・
組
織
を
相
互
に
担

い
手
と
し
な
が
ら
、
社
会
変
動
に
伴
う
様
々
な
生
活
・
福
祉
課
題
に

対
応
し
て
い
く
共
同
・
協
働
的
対
応
の
た
め
の
「
場
」（
社
会
的
空

間
）
と
し
て
の
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
〉
12
〈

ィ
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
追
求

し
、
高
齢
化
が
進
行
す
る
現
代
社
会
の
中
で
、
高
齢
者
の
生
活
を
支

援
す
る
共
助
の
場
を
創
出
す
る
重
要
性
を
説
い
た
。

　
本
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
日
本
に
お
け
る
「
協
働
性
」
や
「
共

助
」
理
念
な
ど
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
筆
者
が
二
〇
一
四

年
に
北
京
市
で
調
査
し
た
二
つ
の
社
区
の
事
例
を
通
し
て
、
中
国
都

市
部
に
お
け
る
社
区
の
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
課

題
を
分
析
し
、
日
本
の
経
験
を
踏
ま
え
て
今
後
の
発
展
の
方
向
性
を

展
望
す
る
。

一
　
急
速
に
進
展
す
る
人
口
の
高
齢
化

　
中
国
は
二
〇
〇
〇
年
に
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
て
以
来
、
人
口
の

高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
き
た
。
国
家
統
計
局
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
八
八
二
七
万
人

で
、
総
人
口
の
七
％
を
占
め
て
い
た
。
二
〇
〇
五
年
に
は
そ
の
数
は

一
億
人
を
突
破
し
、
多
く
の
先
進
国
の
総
人
口
を
超
え
て
い
た
。
二

〇
一
〇
年
に
な
る
と
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
・
一
八
億
人
に

な
り
、
総
人
口
の
八
・
九
％
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
国
発
展

研
究
基
金
会
が
発
布
し
た
『
中
国
発
展
報
告
二
〇
二
〇
│
│
中
国
人

口
老
齢
化
的
発
展
趨
勢
與
政
策
』
の
予
測
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年

中
国
の
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
・
八
億
人
で
、
総
人
口
の
一

三
％
を
占
め
る
。
二
〇
二
二
年
に
な
る
と
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者

人
口
は
総
人
口
の
一
四
％
を
占
め
、
高
齢
社
会
に
入
る
。
二
〇
二
五

年
に
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
二
・
一
億
人
で
、
総
人
口
の
一
五
％

を
占
め
る
。
二
〇
三
五
年
に
な
る
と
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は

三
・一
億
人
で
、
総
人
口
の
二
二
・三
％
を
占
め
、
超
高
齢
社
〉
13
〈会

に
突

入
す
る
。
二
〇
五
〇
年
に
な
る
と
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
約

三
・八
億
人
に
な
り
、
総
人
口
の
二
七
・九
％
を
占
め
〉
14
〈

る
（
図
1
）。

　
人
口
規
模
が
大
き
く
、
発
展
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
と
い
う
こ
と
は

中
国
の
人
口
高
齢
化
の
典
型
的
な
特
徴
で
あ
る
。
前
述
の
報
告
で

は
、
二
〇
二
二
年
に
高
齢
化
率
は
一
四
％
以
上
に
な
り
、
高
齢
化
社
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会
か
ら
高
齢
社
会
へ
の
転
換
を
実
現
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
高
齢
化
率
の
倍
加
年
数
は
わ
ず
か
二
二
年
で
、
世
界
で
最
も
早
く

高
齢
社
会
に
入
っ
た
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
よ
り
速
く
、
こ
の

二
カ
国
は
そ
れ
ぞ
れ
一
一
五
年
と
八
五
年
で
高
齢
社
会
に
転
換
し
た

が
、
中
国
は
わ
ず
か
二
二
年
で
あ
る
。
他
の
主
要
先
進
国
よ
り
も
速

い
。

　
ま
た
、
一
九
七
九
年
以
降
実
施
し
て
い
た
「
一
人
っ
子
政
策
」
に

よ
り
家
族
構
成
の
小
規
模
化
が
急
速
に
進
ん
で
き
た
。
二
〇
一
〇
年

に
行
わ
れ
た
第
六
回
人
口
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
の
中

国
家
庭
の
平
均
規
模
は
す
で
に
三
・
一
人
以
下
に
縮
小
し
、
二
〇
一

五
年
に
は
三
人
以
下
に
縮
小
し
た
。
今
後
中
国
の
家
庭
規
模
は
さ
ら

に
縮
小
し
、
二
〇
三
五
〜
二
〇
五
〇
年
に
は
三
世
代
家
族
が
分
化

し
、
一
人
世
帯
、
夫
婦
の
み
の
世
帯
及
び
三
人
家
族
の
小
家
族
が
急

速
に
成
長
し
、
二
〇
五
〇
年
の
家
庭
平
均
規
模
は
約
二
・
五
人
に
縮

小
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　
家
庭
の
小
規
模
化
に
伴
い
、
一
人
暮

ら
し
の
高
齢
者
や
夫
婦
の
み
の
高
齢
者

も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
第

六
回
人
口
セ
ン
サ
ス
時
の
六
五
歳
以
上

独
居
老
人
世
帯
は
一
七
五
四
万
世
帯

で
、
二
〇
一
五
年
に
は
一
九
九
六
万
世

帯
に
増
加
し
て
い
る
。
今
後
は
増
加
の

一
途
を
た
ど
り
、
二
〇
五
〇
年
に
は
な

ん
と
五
三
一
〇
万
世
帯
に
ま
で
増
加
す

る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）。

　
高
齢
化
が
進
む
と
同
時
に
、
要
介
護

人
口
も
急
速
に
増
加
し
て
き
て
い
る
。

中
国
人
民
大
学
中
国
調
査
デ
ー
タ
セ
ン

タ
ー
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
か
ら
一
一

月
に
か
け
て
、
全
国
二
八
地
域
で
、
六

総人口に占める割合（％）65歳以上人口（億人）

（億人） （％）
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図１　中国の高齢者人口の変化と推移予測

出所：『中国発展報告2020──中国人口老齢化的発展趨勢
與政策』のデータより筆者作成。
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図２　65歳以上独居老人世帯数の変化と推移予測

出所：郭晋暉「発掘1.4億“60＋”人口潜力、形成二次人口
紅利」『第一財経日報』2020年８月14日付
　https://www.yicai.com/epaper/pc/202008/14/node_A10.html
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〇
歳
以
上
の
高
齢
者
一
万
一
五
一
一
人
を
対
象
に
、
詳
細
な
生
活
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
を
、『
二
〇
一
四
年
中
国
老
年
社
会
追

跡
調
査
報
告
』
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
調
査
の
一
つ
と
し
て
、
基
本
活
動
能
力
の
九
項
目
と
日
常
活
動
能

力
の
八
項
目
の
行
為
を
、「
他
人
の
手
を
借
り
ず
に
で
き
る
」「
一
部

の
助
け
が
必
要
」「
一
人
で
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
」
に
三
分
類
し

た
。
基
本
活
動
能
力
の
九
項
目
と
は
、「
電
話
す
る
」「
櫛
で
髪
を
と

か
す
（
男
性
は
髭
剃
り
、
女
性
は
化
粧
す
る
）」「
服
を
着
る
」「
風

呂
に
入
る
」「
食
事
を
す
る
」「
薬
を
飲
む
」「
ト
イ
レ
に
行
く
」「
ベ
ッ

ド
か
ら
椅
子
へ
移
動
す
る
」「
室
内
で
歩
く
」
で
あ
る
。
日
常
活
動

能
力
の
八
項
目
と
は
、「
階
段
を
上
下
移
動
す
る
」「
街
中
を
歩
く
」

「
公
共
交
通
機
関
に
乗
る
」「
買
い
物
を
す
る
」「
自
分
の
財
産
を
管

理
す
る
」「
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
い
物
を
持
ち
上
げ
る
」「
料
理
を
作

る
」「
家
事
を
行
う
」
で
あ
る
。

　
一
七
項
目
の
う
ち
一
項
目
で
も
「
一
部
の
助
け
が
必
要
」
も
し
く

は
「
一
人
で
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
」
が
あ
れ
ば
介
助
が
必
要
と
定

義
す
る
。
そ
の
結
果
、
四
二
・
五
％
の
高
齢
者
は
介
助
が
必
要
で
あ

る
と
答
え
た
。
農
村
戸
籍
の
高
齢
者
の
比
率
は
都
市
戸
籍
の
高
齢
者

よ
り
高
い
。
そ
れ
ぞ
れ
五
四
・六
％
、
二
八
・七
％
で
あ
る
。
男
女
別

で
み
る
と
、
女
性
の
比
率
は
男
性
よ
り
高
く
、
そ
れ
ぞ
れ
四
九
・

九
％
、
三
四
・
四
％
で
あ
る
。
農
村
戸
籍
の
女
性
高
齢
者
の
比
率
が

一
番
高
く
、
六
三
・四
％
と
な
っ
て
い
〉
15
〈

る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
高
齢
化
が
加
速
し
て
い
る
中
国
は
世
界
一
の
超

高
齢
社
会
の
日
本
と
比
べ
て
も
そ
の
深
刻
さ
が
窺
え
る
。
日
本
の
場

合
は
、
先
進
国
に
な
っ
て
か
ら
高
齢
社
会
を
迎
え
た
。
日
本
の
六
五

歳
以
上
の
人
口
が
一
四
％
を
超
え
た
の
は
一
九
九
五
年
だ
が
、
そ
れ

か
ら
五
年
後
の
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
介
護
保
険
法
を
施
行
し
た
。
ま

た
、
日
本
の
二
〇
〇
〇
年
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
三
万
八
五
三

三
ド
ル
も
あ
っ
た
。
い
わ
ば
高
齢
社
会
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
社

会
的
な
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中

国
の
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
二
〇
一
九
年
に
よ
う
や
く
一
万
ド

ル
を
突
破
し
た
。
し
か
も
、
年
金
や
医
療
保
険
な
ど
は
地
域
に
よ
っ

て
保
障
レ
ベ
ル
が
異
な
り
、
介
護
保
険
制
度
は
未
だ
に
整
備
さ
れ
て

い
な
い
。

　
日
本
を
上
回
る
ス
ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
中
国
に
お
い

て
、
年
金
や
医
療
、
介
護
な
ど
の
分
野
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
て
お
り
、
豊
か
に
な
っ
て
か
ら
高
齢
化
が
進
ん
だ
日
本
と

比
べ
て
、「
未
富
先
老
」（
豊
か
に
な
ら
な
い
う
ち
に
先
に
高
齢
化
を

迎
え
る
）、
も
し
く
は
「
未
備
先
老
」（
制
度
が
整
備
さ
れ
な
い
う
ち

に
先
に
高
齢
化
を
迎
え
る
）
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
に
よ
っ
て
、
独
居

老
人
や
要
介
護
高
齢
者
が
急
増
し
て
お
り
、
高
齢
者
介
護
需
要
が
急

速
に
高
ま
っ
て
い
る
。
い
か
に
高
齢
者
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
る
か
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
た
。
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二
　
高
齢
化
へ
の
対
応

㈠
　
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
構
築
に
関
す
る
政
策
の
変
化

　
従
来
、
中
国
都
市
部
の
社
会
福
祉
は
人
々
が
所
属
し
て
い
る
職
場

が
す
べ
て
の
責
任
を
負
う
「
単
位
福
祉
」
と
、「
労
働
能
力
な
し
、

収
入
な
し
、
扶
養
者
な
し
」
と
い
っ
た
「
三
無
」
高
齢
者
た
ち
や
孤

児
、
障
害
者
を
対
象
と
す
る
「
民
政
福
祉
」
に
よ
っ
て
養
老
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
き
た
。

　
一
九
八
〇
年
代
の
国
有
企
業
改
革
に
伴
い
、
企
業
な
ど
が
持
っ
て

い
た
医
療
、
年
金
な
ど
の
福
利
厚
生
を
企
業
か
ら
切
り
離
し
、
政
府

の
「
福
利
の
社
会
化
」
と
い
っ
た
原
則
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
中
国
の

福
祉
制
度
は
「
単
位
保
障
」
か
ら
「
社
会
保
障
」
へ
と
変
化
し
た
。

さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
「
在
宅
を
基
礎
と
し
、
社
区
を
拠
り
所

と
し
、
施
設
を
支
え
と
す
る
」
と
い
っ
た
原
則
を
経
て
、
二
〇
一
五

年
に
「
在
宅
を
基
礎
と
し
、
社
区
を
支
え
と
し
、
施
設
で
補
完
し
、

医
療
と
介
護
を
連
携
さ
せ
る
」
と
い
う
新
し
い
原
則
が
次
々
と
打
ち

出
さ
れ
て
き
た
。

　
二
〇
〇
〇
年
に
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
た
後
、
中
国
政
府
は
高
齢

化
に
対
応
す
る
た
め
の
政
策
を
相
次
い
で
打
ち
出
し
、
養
老
サ
ー
ビ

ス
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
力
を
注
い
だ
。
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
三
日
に

民
政
部
な
ど
一
一
の
中
央
省
庁
が
公
布
し
た
「
社
会
福
祉
の
社
会
化

の
促
進
に
関
す
る
意
見
」
で
は
、「
在
宅
扶
養
を
基
礎
と
し
、
社
区

を
拠
り
所
と
し
、
社
会
福
祉
施
設
で
補
完
す
る
と
い
う
発
展
方
向
を

堅
持
し
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
、
国
有
福
祉
施
設
を
モ
デ
ル
と
し
、

そ
の
他
各
種
の
所
有
制
の
社
会
福
祉
施
設
を
基
幹
と
し
、
社
区
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
頼
り
、
在
宅
扶
養
を
基
礎
と
す
る
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
〉
16
〈

る
」
と
い
う
目
標
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
同
年
八
月
一
九
日
に
、
中
共
中
央
、
国
務
院
が
「
老
齢
工

作
の
強
化
に
関
す
る
中
共
中
央
、
国
務
院
の
決
定
」
を
公
表
し
、

「
家
族
扶
養
を
基
礎
と
し
、
社
区
サ
ー
ビ
ス
を
拠
り
所
と
し
、
社
会

養
老
で
補
完
す
る
養
老
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
く
り
出
し
、
高
齢
者
福

祉
、
生
活
の
世
話
、
医
療
保
健
、
体
育
健
身
、
文
化
教
育
と
法
律

サ
ー
ビ
ス
を
主
と
す
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
〉
17
〈

る
」

と
い
う
目
標
を
明
確
に
し
た
。
北
京
市
で
も
二
〇
〇
〇
年
に
「
北
京

市
養
老
サ
ー
ビ
ス
機
構
管
理
方
法
」
が
打
ち
出
さ
れ
、
民
政
部
を
中

心
と
し
た
管
理
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
二
〇
〇
八
年
一
月
に
民
政
部
な
ど
十
の
中
央
省
庁
は
「
在
宅
養
老

サ
ー
ビ
ス
の
全
面
推
進
活
動
に
関
す
る
意
見
」
を
公
布
し
た
。
在
宅

養
老
サ
ー
ビ
ス
と
は
「
政
府
と
社
会
組
織
が
社
区
を
頼
り
に
し
、
在

宅
高
齢
者
に
生
活
の
援
助
、
家
事
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
精
神

的
な
ケ
ア
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
さ

れ
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
社
区
は
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
中
核

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
「
伝

統
的
な
家
族
扶
養
に
対
す
る
補
完
と
革
新
で
あ
り
、
社
区
サ
ー
ビ
ス

を
発
展
し
、
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
体
系
を
構
築
す
る
重
要
な
内
容
の
一
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つ
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
意
見
」
で
は
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の

具
体
的
な
施
策
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴

現
地
の
事
情
に
基
づ
き
、
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
発
展
の
計
画
を
立

て
、
そ
し
て
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
当
該
地
域
の
経
済
・
社
会
発
展

の
総
体
計
画
と
社
区
づ
く
り
の
総
体
計
画
に
組
み
入
れ
る
、
⑵
政
府

に
よ
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
入
を
増
加
し
、
資
源
を
合
理
的
に
配

置
し
、
民
設
公
助
で
社
会
の
力
に
よ
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の

参
入
を
サ
ポ
ー
ト
・
奨
励
す
る
、
⑶
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る

優
遇
政
策
を
徹
底
的
に
実
行
す
る
、
⑷
資
源
を
統
合
し
、
社
区
に
お

け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
、
完
備
さ
せ
、
高

齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
、
⑸
専
門
職
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
の
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
の

担
い
手
の
養
成
を
確
保
す
る
、
⑹
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
組
織
を
育

成
、
発
展
さ
せ
る
、
⑺
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
管
理
体
制
を
構
築
す

る
、
⑻
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
着
実
に
強
化

す
〉
18
〈

る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
政
府
は
高
齢
者
の
九
割
近
く
が
希
望
す

る
在
宅
養
老
に
備
え
て
、
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に

向
け
た
施
策
を
着
実
に
進
め
て
い
る
。

　
二
〇
一
一
年
に
は
高
齢
化
率
の
さ
ら
な
る
高
ま
り
と
と
も
に
、
全

面
的
か
つ
本
格
的
な
対
策
が
実
施
さ
れ
始
め
た
。
二
〇
一
一
年
九
月

に
国
務
院
は
「
中
国
老
齢
事
業
発
展
“
十
二
・
五
”（
二
〇
一
一

－

二
〇
一
五
）計
〉
19
〈画

」
を
公
布
し
、「
在
宅
を
基
礎
と
し
、
社
区
を
拠
り

所
と
し
、
施
設
を
支
え
と
す
る
」
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
構
築
を
目

標
と
し
た
。
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
、
高
齢
化
の
影
響
に
対
す
る
理

解
の
深
化
及
び
国
際
経
験
に
関
す
る
認
識
の
更
な
る
発
展
に
よ
り
、

「
中
共
中
央
の
第
十
三
次
五
カ
年
計
画
策
定
に
関
す
る
意
見
」
が
公

表
さ
れ
、「
意
見
」
で
は
、
既
存
の
高
齢
サ
ー
ビ
ス
モ
デ
ル
に
対
し

て
、
更
な
る
調
整
を
行
い
、「
在
宅
を
基
礎
と
し
、
社
区
を
拠
り
所
と

し
、
施
設
で
補
充
す
る
多
層
的
な
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
系
を
構
築
し
、

医
療
衛
生
と
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
結
合
を
推
進
し
、
長
期
介
護
保
険
制

度
の
設
立
を
模
索
す
〉
20
〈

る
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
施

設
の
役
割
は
従
来
の
支
え
か
ら
補
充
へ
の
変
化
を
通
じ
て
、
在
宅
養

老
の
重
要
性
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
。
在
宅
養
老
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
た
め
に
は
、
社
区
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
。
次
に
、
中
国
の

社
区
に
お
け
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
の
需
給
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

㈡
　
社
区
に
お
け
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
の 

需
要
と
供
給
の
現
状
と
課
題

　
ま
ず
、
全
国
的
な
大
規
模
調
査
の
結
果
を
利
用
し
て
、
社
区
に
お

け
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
と
供
給
の
状
況
を
見
よ
う
。
全
国
老

齢
工
作
委
員
会
は
二
〇
一
五
年
に
全
国
三
一
の
省（
自
治
区
、直
轄

市
）
と
新
疆
建
設
兵
団
の
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
に
高
齢
者

の
生
活
状
況
全
般
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
標
本
数

は
二
二
万
二
一
七
九
件
で
、
そ
の
う
ち
社
区
の
標
本
数
は
七
四
〇

八
、
郷
鎮
の
標
本
数
は
一
八
七
一
で
あ
る
。
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
が
急
速
に
上
昇
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
一
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五
・
三
％
の
高
齢
者
が
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
と
回
答

し
た
。
こ
れ
は
二
〇
一
〇
年
の
一
三
・七
％
よ
り
一
・六
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
六
・六
％
よ
り
八
・七
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い

る
。
都
市
、
農
村
別
で
み
る
と
、都
市
部
は
二
〇
〇
〇
年
の
八
％
か

ら
二
〇
一
五
年
の
一
四
・二
％
へ
と
六
・二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
農
村

は
二
〇
〇
〇
年
の
六
・二
％
か
ら
二
〇
一
五
年
の
一
六
・五
％
へ
と
一

〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
年
齢
別
で
み
る
と
、
七
九
歳
以
下
の

高
齢
者
は
二
〇
〇
〇
年
の
五
・一
％
か
ら
二
〇
一
五
年
の
一
一
・二
％

へ
と
六
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
二
〇

〇
〇
年
の
二
一
・
五
％
か
ら
二
〇
一
五
年
の
四
一
・
〇
％
へ
と
一
九
・

五
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
上
昇
幅
は
七
九
歳
以
下
の
高
齢
者
の
三
倍

以
上
に
も
な
〉
21
〈

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
年
齢
が
高
い
ほ
ど
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
に
対
す
る
需
要
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
、
高
齢
者
の
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
の
状
況
を
見
て

み
よ
う
。
高
齢
者
の
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
に
つ
い
て
、
在
宅

養
老
を
選
ん
だ
比
率
は
最
も
高
く
、
全
体
と
し
て
八
二
・
〇
五
％
に

達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
の
社
区
に
お
け
る
養
老
サ
ー
ビ
ス

の
需
要
を
見
る
と
、
需
要
が
最
も
高
い
の
は
「
在
宅
医
療
」
で
、
全

体
と
し
て
三
八
・
〇
八
％
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
農
村
部
の
需
要
が

高
い
。
続
い
て
「
家
事
の
代
行
」（
一
二
・
〇
四
％
）、「
リ
ハ
ビ
リ
」

（
一
一
・三
二
％
）、「
精
神
的
ケ
ア
」（
一
〇
・六
四
％
）、「
健
康
教
育

サ
ー
ビ
ス
」（
一
〇
・三
四
％
）、「
デ
イ
ケ
ア
」（
九
・三
五
％
）
の
順

で
あ
る
（
表
１
を
参
照
）。

表１　都市と農村の高齢者における社区養老サービスの需要と実際の利用状況

サービスを 
必要とする比率（％）

サービスを利用した 
ことがある比率（％）

都市 農村 全体 都市 農村 全体

給食サービス 9.12 7.72 8.45 0.99 0.45 0.74
入浴サービス 4.34 4.64 4.48 0.47 0.30 0.39
家事の代行 13.46 10.48 12.04 2.65 0.85 1.82
在宅医療 29.16 47.82 38.08 8.31 22.91 15.15
デイケア 8.93 9.81 9.35 1.22 1.11 1.17
リハビリ 10.04 12.72 11.32 0.89 0.78 0.84
高齢者補助用具の賃貸 3.30 4.09 3.68 0.61 0.35 0.49
健康教育サービス 9.22 11.58 10.34 5.10 3.69 4.45
精神的ケア／談話 9.46 11.93 10.64 2.51 2.25 2.39

出所：王震「居家社区養老服務供給的政策分析及治理模式重構」『探索』2018年第６
期、119頁。
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社
区
に
お
け
る
高
齢
者

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を

見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
生

活
に
お
け
る
社
区
サ
ー
ビ

ス
で
は
、
住
民
に
光
熱
費

の
納
付
や
チ
ャ
ー
ジ
、
宅

配
便
な
ど
の
生
活
に
お
け

る
サ
ー
ビ
ス
（
便
民
サ
ー

ビ
ス
）
を
提
供
し
て
い
る

社
区
の
割
合
は
最
も
高

く
、
続
い
て
高
い
の
は
法

律
サ
ー
ビ
ス
、
葬
儀
サ
ー

ビ
ス
、
デ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
、
家
政
婦
サ
ー
ビ
ス

な
ど
で
あ
る
（
表
２
を
参

照
）。
次
に
、
健
康
医
療

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
健

康
講
座
と
在
宅
医
療
を
提

供
し
て
い
る
社
区
の
割
合

は
最
も
高
く
、
三
割
を
超

え
て
い
る
（
表
３
を
参

照
）。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ

ス
に
は
地
域
間
の
格
差
が

表２　社区生活サービスの提供状況（％）

中心地区 辺境地区
都市と
農村の
結合部

都市以外
の鎮／郷
鎮中心　

郷鎮の
付近

郷鎮から
遠く離れ
た地区　

その他 全体

老人給食 13.29 9.87 7.44 4.49 2.81 2.20 0.00 5.85
家政婦サービス 45.47 21.56 20.00 9.93 3.68 1.92 0.00 15.17
買い物付き添い 5.54 2.60 2.89 0.95 0.97 0.93 0.00 2.23
便民サービス※ 56.87 45.19 52.22 55.79 37.17 34.86 29.41 43.92
デイケアセンター 33.75 21.30 19.67 17.49 8.03 6.36 5.88 15.57
財務管理サービス 8.66 3.90 4.44 3.31 0.97 0.89 5.88 3.28
法律サービス 62.54 38.18 40.56 45.63 21.06 16.45 17.65 33.06
婚姻紹介サービス 5.21 1.56 1.44 2.13 0.31 0.09 0.00 1.58
葬儀サービス 25.28 16.62 26.22 32.86 20.09 17.71 29.41 21.81
無し 11.14 29.35 22.00 21.99 45.71 51.36 64.71 35.06

注：※便民サービスとは、光熱費の納付やチャージ、宅配便などのサービスのこと。
出所：王震「居家社区養老服務供給的政策分析及治理模式重構」『探索』2018年第６期、120頁。

表３　社区健康医療サービスの提供状況（％）

中心地区 辺境地区
都市と
農村の
結合部

都市以外
の鎮／郷
鎮中心　

郷鎮の
付近

郷鎮から
遠く離れ
た地区　

その他 全体

健康講座 78.36 48.31 58.28 35.15 18.77 14.91 23.53 37.43
通院付き添い 9.71 5.71 6.38 6.41 3.59 4.22 0.00 5.66
在宅医療 28.03 33.77 30.31 38.00 36.05 40.69 17.65 34.97
家庭病床 9.71 7.01 4.59 5.23 2.51 2.11 0.00 7.08
リハビリ 25.36 14.03 18.34 12.83 6.97 5.02 5.88 12.34
在宅看護 13.82 10.39 8.17 6.65 4.10 4.03 0.00 7.08
カウンセリング 38.72 19.74 21.25 11.16 6.56 4.74 0.00 15.49
リハビリ補助用具
貸出／販売 9.58 7.01 4.36 4.28 2.00 0.84 0.00 3.93

無し 14.80 31.69 26.73 39.43 52.41 51.71 64.71 39.41

出所：表２に同じ。
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大
き
く
、
都
市
の
中
心
部
は
サ
ー
ビ
ス
が
最
も
充
実
し
て
お
り
、
辺

境
地
域
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
最
も
遅
れ
て
い
る
。

　
全
体
と
し
て
、
社
区
に
お
け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
は
十

数
年
前
と
比
べ
れ
ば
、
か
な
り
充
実
し
て
き
て
い
る
が
、
実
際
の
利

用
率
は
低
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
表
１
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
需
要
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
利
用
し
た
人
の
割
合

は
非
常
に
低
く
、
需
要
と
供
給
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
大
き
い
の
が
課
題

で
あ
る
。

三
　
北
京
市
の
社
区
に
お
け
る 

養
老
サ
ー
ビ
ス
の
実
態

　『
北
京
市
老
齢
事
業
発
展
報
告
（
二
〇
一
〉
22
〈九
）』
の
統
計
に
よ
る

と
、
北
京
市
の
高
齢
化
は
急
速
に
進
み
、
主
と
し
て
以
下
の
五
つ
の

特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
高
齢
者
の
規
模
が
大
き
く
、
増
加

ス
ピ
ー
ド
が
速
い
。
二
〇
一
五
〜
二
〇
一
九
年
に
、
北
京
市
の
六
〇

歳
以
上
の
常
住
人
口
は
三
四
〇
・
五
万
人
か
ら
三
七
一
・
三
万
人
へ

と
、
三
〇
・
八
万
人
増
加
し
、
常
住
人
口
総
数
に
占
め
る
比
率
は
一

五
・七
％
か
ら
一
七
・二
％
ま
で
上
昇
し
た
。
六
〇
歳
以
上
の
戸
籍
人

口
は
三
一
三
・
三
万
人
か
ら
三
六
七
・
七
万
人
へ
と
、
五
四
・
四
万
人

増
加
し
、
戸
籍
人
口
総
数
に
占
め
る
割
合
は
二
三
・四
％
か
ら
二
六
・

三
％
ま
で
上
昇
し
た
。
第
二
に
、
女
性
の
高
齢
者
人
口
総
数
と
比
率

は
男
性
よ
り
高
い
。
二
〇
一
九
年
末
時
点
の
六
〇
歳
以
上
の
戸
籍
人

口
で
は
、
男
性
は
一
七
四
・八
万
人
で
総
人
口
の
四
七
・五
％
を
、
女

性
は
一
九
二
・九
万
人
で
総
人
口
の
五
二
・五
％
を
占
め
て
お
り
、
男

女
性
別
比
は
九
〇
・
六
で
あ
る
。
第
三
に
、
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

が
増
加
し
、
一
〇
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
〇
〇
〇
人
を
突
破
し
て

い
る
。
二
〇
一
九
年
末
時
点
で
、
八
〇
歳
以
上
の
戸
籍
人
口
は
六

三
・一
万
人
で
、
二
〇
一
八
年
よ
り
四
・七
万
人
増
加
し
、
一
〇
〇
歳

以
上
の
高
齢
者
は
一
〇
四
六
人
で
、
二
〇
一
八
年
よ
り
一
一
八
人
増

加
し
た
。
第
四
に
、
市
の
中
心
部
の
高
齢
化
は
郊
外
よ
り
高
い
。
六

〇
歳
以
上
の
高
齢
者
数
（
常
住
人
口
）
が
最
も
多
い
の
は
朝
陽
区
、

海
淀
区
と
豊
台
区
で
、
そ
れ
ぞ
れ
五
九
・七
万
人
、
五
六
・七
万
人
と

三
五
・
一
万
人
で
あ
る
。
戸
籍
人
口
の
高
齢
者
が
最
も
多
い
の
は
朝

陽
区
、
海
淀
区
と
西
城
区
で
、
そ
れ
ぞ
れ
六
二
・五
万
人
、
五
四
・一

万
人
と
四
二
・
九
万
人
で
あ
る
。
第
五
に
、
高
齢
者
扶
養
比
率
が
増

加
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
末
時
点
で
、
一
五
〜
五
九
歳
の
労
働
年

齢
戸
籍
人
口
が
六
〇
歳
以
上
の
戸
籍
人
口
を
扶
養
す
る
と
計
算
す
る

と
、
北
京
市
の
高
齢
者
扶
養
比
率
は
四
四
・
三
％
で
、
二
〇
一
八
年

よ
り
二
・一
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
、
北
京
市
は
二
・三
人
の
労
働
人
口
が

一
人
の
高
齢
者
を
扶
養
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
に
伴
い
、
北
京
市
政
府
は
早
急
な
介
護
体

制
の
整
備
が
必
要
と
な
り
、
社
区
レ
ベ
ル
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の

非
営
利
組
織
や
企
業
の
参
画
す
る
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
が
構

築
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
特
に
第
十
三
次
五
カ
年
計
画
（
二
〇
一
六
〜
二

〇
二
〇
〉
23
〈年

）
に
よ
り
、
在
宅
を
基
礎
と
し
、
社
区
を
拠
り
所
と
し
、
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施
設
を
補
充
と
し
、
社
会
保
障
を
支
え
と
す
る
養
老
サ
ー
ビ
ス
体
制

の
構
築
を
目
標
に
据
え
た
、
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
や
公
共
サ
ー
ビ
ス

施
設
の
充
実
が
主
要
課
題
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
特
に
社
区

の
全
面
的
な
サ
ポ
ー
ト
が
強
調
さ
れ
、
街
道
や
郷
鎮
の
養
老
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
、在
宅
養
老
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
通
所
介
護
）、

サ
ー
ビ
ス
派
遣
、
技
能
訓
練
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
な
ど
に
お
け
る
紐
帯

や
連
携
機
能
を
強
調
し
た
。
社
区
に
お
い
て
総
合
的
な
養
老
サ
ー
ビ

ス
施
設
を
設
置
し
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
文
化
娯
楽
、
健
康
管
理
、
在

宅
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
機
能
を
統
合
し
、
社
区
の
様
々
な
公
共
サ
ー
ビ

ス
施
設
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
能
力
を
向
上
さ
せ
る
。
在
宅
養
老
サ
ー
ビ

ス
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
、
ス
マ
ー
ト
化
の
レ
ベ
ル
を
向
上
し
、
社
区
の
養
老

サ
ー
ビ
ス
配
送
シ
ス
テ
ム
を
完
備
す
る
。
ま
た
、
医
療
と
介
護
の
結

合
が
社
区
サ
ー
ビ
ス
の
中
で
も
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
次
に
筆
者
が
二
〇
一
四
年
に
北
京
市
の
高
齢
化
が
最
も
進
ん
で
い

る
海
淀
区
に
お
け
る
二
つ
の
社
区
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に

基
づ
い
て
、
社
区
に
お
け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
を
分
析
し

た
い
。

㈠
　
事
例
１ 

Ｎ
社
区

⑴
　
Ｎ
社
区
の
概
要

　
Ｎ
社
区
は
北
京
市
の
西
側
に
あ
る
古
い
社
区
で
、
一
九
八
六
年
に

建
設
さ
れ
、
一
九
八
八
年
に
社
区
居
民
委
員
会
を
設
立
し
た
。
そ
の

う
ち
、
三
棟
の
ア
パ
ー
ト
の
住
民
は
北
京
市
の
中
心
部
の
都
市
再
開

発
に
よ
っ
て
立
退
き
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
敷
地
面
積
は

〇
・
六
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
ア
パ
ー
ト
九
棟
と
平
屋
一
棟
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
常
住
人
口
は
二
九
八
〇
人
で
、
そ
の
う
ち
六

〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
四
五
八
人
で
、
総
人
口
の
一
五
％
を
占
め
て

い
る
。

　
二
〇
一
九
年
四
月
に
海
淀
区
政
府
が
出
資
し
て
当
該
社
区
に
対
し

て
高
齢
者
に
居
住
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
行
っ
た
。
居
住
環
境
、

出
入
り
環
境
、
健
康
環
境
、
サ
ー
ビ
ス
環
境
と
敬
老
社
会
文
化
環
境

作
り
の
五
つ
の
側
面
に
お
い
て
大
幅
な
向
上
を
図
っ
た
。

　
ま
ず
、
九
九
世
帯
の
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
及
び
重
度
の
要
介
護

者
に
対
し
て
家
庭
の
居
住
環
境
を
改
造
し
た
。
滑
り
止
め
マ
ッ
ト
、

夜
間
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
、
手
す
り
、
風
呂
い
す
な
ど
の
設
備
を
増
設

す
る
と
同
時
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
設
備
を
設
置
し
、
就
寝
、
ル
ー
チ
ン
動

作
、
ト
イ
レ
、
風
呂
な
ど
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
守
り
、
異
常
が

あ
っ
た
ら
、
医
者
や
看
護
師
と
親
族
が
瞬
時
に
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
で

き
る
よ
う
に
し
た
。
同
時
に
二
四
時
間
観
測
管
理
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し
、
高
齢
者
が
異
常
時
に
ボ
タ
ン
一
つ
押
せ
ば
、
ス
タ
ッ
フ
が
す
ぐ

駆
け
つ
け
る
体
制
を
整
え
た
。

　
社
区
敷
地
内
の
幹
線
道
路
と
公
園
広
場
で
一
二
箇
所
に
室
外
警
報

器
を
設
置
し
、
誰
か
が
転
倒
し
た
り
、
事
故
に
あ
っ
た
り
し
た
ら
、

警
報
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
、
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
て
救
助
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
社
区
の
敷
地
内
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
設
備
や
手

す
り
、
遊
歩
道
、
標
識
な
ど
を
整
備
し
、
高
齢
者
に
と
っ
て
暮
ら
し
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や
す
い
環
境
づ
く
り
を
行
っ
た
。

　
サ
ー
ビ
ス
面
に
お
い
て
、
社
区
養
老
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
呼
び
出
し
サ
ー
ビ
ス
、
健
康
指
導
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
、
高
齢
者
補
助
、
配
膳
サ
ー
ビ
ス
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
高
齢
者
活
動
セ
ン
タ
ー
で
は
書
道
、
絵

画
、
手
芸
、
ト
ラ
ン
プ
、
将
棋
な
ど
の
娯
楽
活
動
が
で
き
る
。
社
区

で
は
コ
ン
ビ
ニ
、
理
髪
店
、
家
事
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
修
理
、
配
送

な
ど
の
便
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

⑵
　
社
区
の
高
齢
者
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

　
北
京
市
政
府
は
日
々
増
加
し
つ
づ
け
る
高
齢
者
の
養
老
需
要
を
満

た
す
た
め
、
二
〇
〇
九
年
に
「
養
老
サ
ー
ビ
ス
機
構
発
展
の
加
速
に

関
す
る
意
見
」
で
「
９
０
６
４
」
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

「
９
０
６
４
」
と
は
、
九
〇
％
の
高
齢
者
は
在
宅
で
す
ご
し
、
六
％

は
政
府
の
補
助
金
に
よ
っ
て
社
区
で
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
、
四
％

は
養
老
院
な
ど
の
施
設
で
生
活
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
方
針
の
も
と
で
、
以
前
は
社
区
に
お
い
て
「
日
間
照
料
室
」

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
室
）
を
設
け
た
が
、
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
が
い
な

か
っ
た
た
め
、
高
齢
者
に
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
区
政
府
は
公
開
入
札
で
第
三
者
機
関
を
導

入
す
る
こ
と
に
し
、
ア
メ
リ
カ
の
「
仁
愛
華
」（R

ight at H
om

e

）

が
入
札
し
た
。
Ｎ
社
区
は
区
民
政
局
の
試
験
社
区
と
し
て
二
〇
一
三

年
五
月
に
「
仁
愛
華
」
の
ア
メ
リ
カ
型
高
齢
者
ケ
ア
モ
デ
ル
を
導
入

し
た
。

　「
仁
愛
華
」
は
一
九
九
五
年
に
ア
メ
リ
カ
に
創
設
さ
れ
た
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
の
三
大
ブ
ラ
ン
ド
の
一
つ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
、
ブ
ラ
ジ

ル
、
カ
ナ
ダ
、
中
国
な
ど
の
国
に
お
い
て
約
三
〇
〇
の
サ
ー
ビ
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
経
営
し
て
お
り
、
世
界
各
国
の
家
庭
に
専
門
的
な

在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
六
月
に
北
京

慈
愛
嘉
養
老
サ
ー
ビ
ス
有
限
公
司
（
以
下
「
慈
愛
嘉
」
と
略
す
る
）

は
「
仁
愛
華
」
を
中
国
に
導
入
し
、
本
部
を
北
京
に
設
置
し
た
。
専

門
の
ス
タ
ッ
フ
は
三
〇
〇
名
余
り
で
あ
る
。
ま
た
、
経
験
豊
か
な
専

門
顧
問
団
を
有
す
る
。
現
在
、「
仁
愛
華
」
は
北
京
、
四
川
省
、
湖

北
省
、
浙
江
省
、
海
南
省
、
上
海
と
長
春
市
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
立
し
、
中
国
家
庭
の
高
齢
者
と
病
気
で
介
護
が

必
要
な
患
者
に
生
活
面
の
専
門
的
な
世
話
、
個
人
の
ケ
ア
、
専
門
看

護
師
、
通
院
付
き
添
い
、
特
殊
ケ
ア
な
ど
の
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
る
。

　
Ｎ
社
区
は
「
慈
愛
嘉
」
に
無
料
で
場
所
を
提
供
し
、「
慈
愛
嘉
」

は
Ｎ
社
区
が
提
供
し
て
く
れ
た
場
所
に
健
康
器
具
、
リ
ハ
ビ
リ
器
具

や
ベ
ッ
ド
を
設
置
し
、
住
民
に
健
康
診
断
、
血
圧
測
定
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
入
浴
介
助
な
ど
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
同

時
に
、
在
宅
ケ
ア
が
必
要
な
高
齢
者
に
対
し
て
安
価
な
料
金
で
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
、
通
院
付
き
添
い
、

入
院
介
助
、
特
殊
ケ
ア
な
ど
の
専
門
的
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
。
住
民
は
ま
ず
高
齢
者
ケ
ア
の
要
望
を
居
民
委
員
会
に
申
し
出

て
、
居
民
委
員
会
は
住
民
の
要
望
に
応
じ
て
、「
慈
愛
嘉
」
と
交
渉
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し
、
住
民
の
要
望
に
即
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
調
整
す

る
。
健
康
診
断
と
器
具
の
利
用
は
無
料
で
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
一
日

一
〇
〇
元
（
一
元
＝
一
六
円
）
で
あ
る
。
入
浴
介
助
サ
ー
ビ
ス
は
一

回
六
〇
元
で
、
通
院
付
き
添
い
は
一
〇
〇
元
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
は
一
カ
月
四
〇
〇
〇
元
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、「
慈
愛
嘉
」
が
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
対
し
て
健
康
評
価
を

行
い
、
利
用
者
の
健
康
状
態
に
応
じ
て
専
門
的
観
点
か
ら
評
価
し
、

詳
細
な
評
価
報
告
書
を
提
出
す
る
。
そ
の
後
、
評
価
報
告
に
基
づ
い

て
、
利
用
者
の
要
求
に
応
じ
て
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
ケ
ア
の
メ

ニ
ュ
ー
を
用
意
し
、
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
し
て
訪
問
看
護
や

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
調
査
当
時
、
一
人
の
認
知

症
の
高
齢
者
が
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
。
認
知
症
の
高
齢

者
Ａ
さ
ん
に
対
し
て
、「
慈
愛
嘉
」
は
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
し

て
、
配
膳
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
入
浴
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
毎
日
提
供
す

る
と
同
時
に
、
リ
ハ
ビ
リ
の
指
導
を
行
う
。
つ
ま
り
、
認
知
症
の
高

齢
者
に
対
し
て
、
生
活
の
世
話
を
す
る
と
同
時
に
、
身
体
能
力
を
維

持
で
き
る
よ
う
に
自
力
で
で
き
る
こ
と
を
指
導
す
る
こ
と
に
重
点
を

置
い
て
い
る
。
ま
た
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

効
果
な
ど
に
つ
い
て
、
毎
年
評
価
を
行
う
。

　「
慈
愛
嘉
」
は
も
と
も
と
富
裕
層
向
け
の
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
る
が
、
社
区
に
お
け
る
高
齢
者
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
政
府

購
入
形
式
（
政
府
が
補
助
金
を
出
し
て
民
間
企
業
が
運
営
す
る
）
を

と
っ
て
お
り
、
一
般
民
衆
向
け
に
割
と
安
価
な
価
格
設
定
に
し
た
。

障
害
者
に
対
し
て
、
障
害
者
連
盟
が
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
こ
と

で
、
障
害
者
は
無
料
で
「
慈
愛
嘉
」
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
毎
月
一
〇
〇
元
の
政
府
補
助
金

を
得
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
Ｎ
社
区
の
住
民
は
無
料
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人
が
多

く
、
有
料
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
社
区
居
民
委
員
会
の
主
任
や
住
民
の

話
に
よ
れ
ば
、「
慈
愛
嘉
」
の
高
齢
者
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
は

肯
定
的
意
見
が
多
く
、
社
区
で
導
入
す
る
こ
と
は
住
民
に
と
っ
て
利

便
性
が
高
い
。
多
く
の
住
民
に
と
っ
て
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
は

費
用
の
問
題
で
、
今
後
は
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
医
療
保
険
で
カ
バ
ー

で
き
る
か
ど
う
か
が
課
題
で
あ
る
。

㈡
　
事
例
２ 

Ｙ
社
区

⑴
　
Ｙ
社
区
の
概
要

　
Ｙ
社
区
は
一
九
五
三
年
に
建
設
さ
れ
た
一
つ
の
「
単
位
社
区
」
で

あ
る
。
改
革
前
は
あ
る
国
有
単
位
（
事
業
単
位
）
の
宿
舎
で
あ
り
、

単
位
宿
舎
で
家
族
委
員
会
を
作
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
担
当
し

て
い
た
。「
単
位
」
は
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
な
ど
を
持
っ
て

お
り
、
公
費
医
療
制
度
や
退
職
金
制
度
な
ど
が
充
実
し
て
お
り
、
従

業
員
の
生
老
病
死
す
べ
て
の
面
倒
を
見
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
代
後

半
か
ら
改
革
が
進
み
、
も
と
も
と
の
事
業
単
位
を
企
業
法
人
に
改
革
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し
、「
単
位
」
が
持
っ
て
い
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
切
り
離
し
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
家
族
委
員
会
を
廃
止
し
、
二
〇
〇
三
年
に
社
区
居
民

委
員
会
を
設
立
し
た
。
住
民
は
約
五
一
〇
〇
人
で
、
そ
の
う
ち
六
〇

歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
五
五
〇
人
で
、
全
体
の
三
〇
・
四
％
を
占
め

て
い
る
。
八
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
四
一
九
人
で
、
九
〇
歳
以
上
の

高
齢
者
は
一
七
人
で
、
一
〇
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
二
人
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
イ
ン
テ
リ
層
が
多
く
、
高
齢
者
が
多
い
。

⑵
　
Ｙ
社
区
の
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス

　
Ｙ
社
区
は
北
京
市
海
淀
区
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
試
験
社
区
で
あ
る
。

当
該
社
区
は
高
齢
者
の
需
要
に
基
づ
い
て
、
メ
ニ
ュ
ー
式
養
老
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
ず
、
高
齢
者
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
調

査
・
評
価
し
、
そ
の
後
高
齢
者
の
需
要
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
サ
ー

ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
を
策
定
す
る
。
Ｙ
社
区
は
生
活
の
世
話
、
文
化
活

動
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
安
全
、
救
助
な
ど
八
種
類
八
三
項
目
に
わ
た

る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

　
次
に
、「
単
位
」
が
持
っ
て
い
た
資
源
を
有
効
に
活
用
し
、「
単

位
」
が
無
料
で
「
托
老
所
」（
高
齢
者
ケ
ア
の
施
設
）
や
高
齢
者
活

動
の
ス
ペ
ー
ス
、
合
計
一
〇
〇
〇
平
米
を
提
供
し
た
。
高
齢
者
活
動

の
ス
ペ
ー
ス
に
は
老
年
大
学
、
高
齢
者
活
動
室
、
ト
ラ
ン
プ
や
将

棋
・
囲
碁
室
、
図
書
閲
覧
室
な
ど
が
あ
る
。「
托
老
所
」
は
毎
年
政

府
か
ら
の
補
助
金
五
万
元
を
受
け
て
お
り
、
規
模
は
小
さ
く
、
一
二

の
ベ
ッ
ド
の
み
で
、
そ
の
う
ち
二
つ
の
ベ
ッ
ド
は
ス
タ
ッ
フ
用
で
あ

る
。
二
〇
〇
八
年
の
設
立
当
初
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
が
、
高

齢
者
は
入
所
の
需
要
が
高
い
た

め
、
二
〇
一
〇
年
よ
り
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
か
ら
入
所
サ
ー
ビ
ス

に
切
り
替
え
た
。
し
か
し
、
入

所
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の

に
、
社
区
の
力
だ
け
で
は
専
門

の
ス
タ
ッ
フ
が
不
足
し
て
い
る

た
め
、
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
民
間
の

専
門
看
護
サ
ー
ビ
ス
会
社
と
提

携
し
、
長
期
協
力
協
定
を
結

び
、
社
区
に
お
い
て
高
齢
者
の

入
所
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
費
用
は
入
所
者

の
自
立
能
力
（
自
立
で
き
る
か

ど
う
か
、
要
介
護
、
要
支
援
な

の
か
な
ど
）
の
等
級
に
応
じ
て

設
定
し
、
入
所
費
、
サ
ー
ビ
ス

料
、
生
活
費
込
み
で
一
カ
月
二

五
五
〇
〜
四
四
〇
〇
元
程
度
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
表
４
の

通
り
で
あ
る
。
価
格
設
定
は
比

較
的
に
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
北
京

表４　Ｙ社区の「托老所」の料金

介護費（元） 食事代（元） 費用合計（元） 自立能力等級

1800 750 2550 完全に自立できる
2200 750 2950 半自立
2500 750 3250 一般的に自立できない（要支援）
2800 750 3550 完全に自立できない（要介護）

3000‒3650 750 3750‒4400 特殊な自立できない（特殊要介護）

出所：インタビュー資料により筆者作成。
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市
の
民
間
経
営
の
大
規
模
養
老
院
よ
り
だ
い
ぶ
安
く
な
っ
て
い
る
。

民
間
経
営
の
養
老
院
は
基
本
的
に
一
〜
五
万
元
の
入
所
デ
ポ
ジ
ッ
ト

に
加
え
て
、
毎
月
ベ
ッ
ド
料
一
八
〇
〇
元
、
サ
ー
ビ
ス
料
四
〇
〇
〇

〜
六
〇
〇
〇
元
、
生
活
費
一
〇
〇
〇
元
が
必
要
で
あ
る
。

　
社
区
で
小
型
の
養
老
院
を
設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
区
や
街
道

で
は
ず
っ
と
論
争
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
Ｙ
社
区
の
居
民
委
員

会
主
任
は
社
区
の
養
老
院
の
免
許
取
得
を
提
唱
し
た
が
、
な
か
な
か

解
決
で
き
ず
に
い
た
。
三
〇
ベ
ッ
ド
以
上
の
養
老
院
は
合
法
的
な
免

許
が
あ
る
が
、
二
九
ベ
ッ
ド
以
下
の
も
の
は
社
区
ケ
ア
と
い
う
位
置

づ
け
の
た
め
、
合
法
的
な
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正

式
な
免
許
が
な
い
た
め
、
経
営
リ
ス
ク
な
ど
が
存
在
す
る
。
調
査
当

時
、
こ
の
問
題
は
解
決
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
政
府
の
投
資

は
不
均
衡
で
あ
る
。
政
府
は
主
と
し
て
大
型
養
老
院
に
投
資
し
て
い

る
が
、
多
く
の
仕
事
は
社
区
レ
ベ
ル
に
あ
る
た
め
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

で
あ
る
。
社
区
に
養
老
院
を
設
立
し
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

　
Ｙ
社
区
は
高
齢
者
の
心
の
ケ
ア
、
文
化
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い

る
。
社
区
が
運
営
し
て
い
る
老
年
大
学
に
は
撮
影
、
書
道
、
絵
画
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
八
つ
の
ク
ラ
ス
が
あ
り
、
一
ク
ラ
ス
十
数
人
程

度
で
、
毎
日
開
講
し
て
い
る
。
講
師
は
社
区
の
高
齢
者
や
社
会
か
ら

募
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
あ
り
、
無
料
で
奉
仕
し
て
い
る
。
高

齢
者
の
孤
独
は
一
番
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
Ｙ
社
区
は
老
年
大
学
の

文
化
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
独
な
高
齢
者
を
支
援
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
七
六
歳
の
高
齢
者
Ｓ
さ
ん
は
一
人
暮
ら
し
で
、

普
段
あ
ま
り
会
話
が
な
く
、
孤
独
で
あ
る
。
社
区
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
派
遣
し
て
、
Ｓ
さ
ん
の
家
を
訪
問
し
、
Ｓ
さ
ん
と
話
し
を
す
る
。

そ
の
後
、
Ｓ
さ
ん
は
社
区
の
老
年
大
学
に
誘
わ
れ
、
撮
影
ク
ラ
ス
に

参
加
し
た
。
二
年
間
撮
影
ク
ラ
ス
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｓ

さ
ん
は
孤
独
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
Ｙ
社
区
は
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
高
齢
者
ケ
ア
の
結
合
に
も
力
を
入
れ

て
い
る
。
Ｙ
社
区
の
周
辺
は
二
級
病
院
や
三
級
病
〉
24
〈院

な
ど
豊
富
な
医

療
機
関
が
あ
る
が
、
高
齢
者
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
も
な

か
な
か
利
用
は
難
し
い
。
特
に
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
要
介
護
の

高
齢
者
は
一
人
で
通
院
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｙ
社
区
は
そ
の
う

ち
の
一
つ
の
病
院
と
協
定
を
結
び
、
社
区
に
医
師
を
派
遣
し
て
も
ら

い
、
需
要
の
あ
る
高
齢
者
に
対
し
て
訪
問
診
療
を
行
っ
て
い
る
。

　
Ｙ
社
区
は
高
齢
者
に
訪
問
診
療
を
行
う
と
同
時
に
、
慢
性
疾
患
管

理
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
Ｙ
社
区
は
近
く
の
三
級
病
院
と

協
力
し
、
高
齢
者
の
慢
性
疾
患
の
予
防
と
自
己
管
理
を
行
う
。
居
民

委
員
会
は
慢
性
疾
患
の
あ
る
高
齢
者
を
統
計
し
、
疾
病
の
種
類
に
応

じ
て
彼
ら
を
班
ご
と
に
健
康
大
学
の
活
動
に
参
加
さ
せ
る
。
さ
ら

に
、
健
康
講
座
を
設
け
た
り
、
高
齢
者
に
無
料
診
断
を
行
っ
た
り
、

個
別
の
健
康
管
理
方
法
を
作
成
し
、
自
己
管
理
の
指
導
を
行
っ
た
り

す
る
。
ま
た
、
高
齢
者
健
康
カ
ー
ド
を
作
成
し
、
高
齢
者
に
自
分
の

飲
食
や
身
体
状
況
を
記
録
さ
せ
、
異
常
が
あ
っ
た
場
合
に
は
直
ち
に

対
応
す
る
。
ま
た
、
最
も
先
進
的
な
全
自
動
人
体
機
能
測
定
機
器
を

導
入
し
、
人
体
の
八
つ
の
機
能
を
全
方
位
で
測
定
し
、
検
査
結
果
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を
提
出
し
て
、
専
門
家
の
分
析
に
基
づ
い
て
癌
な
ど
の
病
気
を
予
防

す
る
。

　
Ｙ
社
区
は
高
齢
者
に
食
事
サ
ー
ビ
ス
も
行
っ
て
い
る
。
も
と
も
と

「
単
位
」
の
食
堂
を
経
営
し
て
い
た
会
社
と
協
力
し
、
社
区
で
昼
食

の
配
膳
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
一
食
は
「
四
菜
一
湯
」（
お

か
ず
四
品
＋
ス
ー
プ
）
で
一
〇
元
、
健
康
な
高
齢
者
は
社
区
の
食
堂

で
食
事
を
し
、
体
の
不
自
由
な
高
齢
者
に
対
し
て
は
家
ま
で
届
け

る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
一
部
の
高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な
人
の
食
事

難
の
問
題
を
解
決
し
、
家
族
の
負
担
を
減
ら
し
て
い
る
。

四
　
社
区
に
お
け
る 

在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
課
題

㈠
　
社
区
の
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
特
徴

　
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
社
区
に
お
け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
強

化
す
る
中
国
政
府
の
方
針
を
受
け
て
、
全
国
各
地
で
社
区
に
お
い
て

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
筆
者
が
こ
こ
十
数
年

中
国
の
各
地
域
の
社
区
を
対
象
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
き

た
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
地
域
で
社
区
レ
ベ
ル
の
「
日
間
照
料

室
」（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
室
）
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
し
か
し
、
多
く
の
地
域
で
は
部
屋
や
施
設
な
ど
は
整
っ
た
も
の

の
、
ソ
フ
ト
の
部
分
は
欠
け
て
お
り
、
ス
タ
ッ
フ
の
不
足
に
よ
り
健

康
な
高
齢
者
し
か
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
要
介
護
な

ど
の
高
齢
者
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
北
京

市
の
Ｎ
社
区
の
よ
う
に
、
第
三
者
の
専
門
機
関
を
導
入
し
て
、
要
介

護
の
高
齢
者
も
含
め
て
す
べ
て
の
高
齢
者
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
は
ま
れ
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
北
京
市
の
二
つ
の
事
例
か
ら
社
区
の
養
老
サ
ー
ビ
ス
の

特
徴
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
一
つ
目
は
、
政
府
買
い
上
げ
方
式
に
よ
っ
て
民
間
経
営
の
専
門
機

関
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｎ
社
区
で
は
政
府
機
関
は
公
開
入
札

に
よ
っ
て
、
落
札
し
た
民
間
業
者
に
業
務
を
委
託
し
、
委
託
さ
れ
た

民
間
業
者
は
自
ら
の
運
営
方
法
で
社
区
の
住
民
に
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

や
人
員
を
配
置
し
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
社
区
は
住
民

の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
民
間
業
者
は
社
区
が
提
供
し
た
情
報
に
基
づ

い
て
、
住
民
に
専
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
Ｎ
社
区
の
在
宅

養
老
サ
ー
ビ
ス
は
高
齢
者
の
身
体
能
力
や
生
活
状
況
な
ど
に
合
わ
せ

て
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
個
別
に
提
示
し
た

う
え
で
、
双
方
の
合
意
の
も
と
実
施
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
介
護
士
に
よ
っ
て
、
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
Ｙ
社
区
で
は
、
政
府
の
補
助
金
を

受
け
て
、
社
区
が
専
門
の
民
間
業
者
と
契
約
を
結
び
、
社
区
で
小
規

模
な
「
托
老
所
」
を
設
置
し
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
。
Ｙ
社
区
の
や
り
方
は
施
設
養
老
と
社
区
ケ
ア
を

結
合
し
た
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
形
態
で
あ
る
。
従
来
の
施
設
養
老
に
は

二
つ
の
種
類
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
公
的
福
祉
施
設
（
養
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老
院
）
で
、
政
府
が
設
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
医
療
条
件
や
サ
ー
ビ

ス
な
ど
は
優
れ
て
い
る
が
、
入
所
者
は
ほ
と
ん
ど
生
活
困
難
な
高
齢

者
を
対
象
に
し
て
お
り
、
ベ
ッ
ド
数
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
多
く

の
高
齢
者
が
入
所
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
民
間

の
養
老
院
で
あ
り
、
施
設
な
ど
ハ
ー
ド
面
は
優
れ
て
お
り
、
大
抵
は

市
街
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
郊
外
に
あ
る
。
ま
た
、
料
金
は
高
額
な
た

め
、
一
部
の
裕
福
な
家
庭
し
か
利
用
で
き
ず
、
一
般
家
庭
の
高
齢
者

と
は
無
縁
で
あ
る
。
社
区
に
小
型
の
養
老
院
を
設
立
し
、
安
価
な
料

金
で
専
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
広
く
一
般
家
庭
の
高

齢
者
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
住
居
に
近
い
こ
と

に
よ
り
、
家
族
の
見
舞
い
に
利
便
性
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
要
介

護
高
齢
者
は
住
み
慣
れ
た
環
境
で
安
心
し
て
専
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
つ
目
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
り
高
齢
者
と
常
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、

必
要
に
応
じ
た
生
活
支
援
や
健
康
相
談
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
い
つ
で

も
受
け
ら
れ
る
環
境
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
社

区
の
周
辺
の
病
院
な
ど
の
医
療
資
源
を
活
用
し
、
医
療
と
介
護
の
結

合
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｙ
社
区
の
よ
う
に
、
社
区
が

病
院
と
提
携
し
て
、
高
齢
者
に
訪
問
診
療
や
慢
性
疾
患
の
管
理
や
指

導
を
行
っ
て
お
り
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
通
院
難
の
問
題
を
解

決
し
た
。

　
四
つ
目
は
、
社
区
居
民
委
員
会
が
橋
渡
し
役
と
い
う
機
能
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
中
華
人
民
共
和
国
都
市
居
民
委
員
会
組

織
法
」
第
二
条
に
お
い
て
、「
社
区
居
民
委
員
会
は
住
民
が
自
ら
管

理
を
行
い
、
自
ら
教
育
を
行
い
、
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
基
層

的
な
大
衆
自
治
組
織
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
実
際
の
社
区

居
民
委
員
会
は
単
な
る
住
民
の
自
治
組
織
の
み
な
ら
ず
、
区
政
府
の

出
先
機
関
で
あ
る
街
道
弁
事
処
か
ら
委
託
を
受
け
て
末
端
行
政
機
能

や
共
産
党
の
末
端
組
織
機
能
も
同
時
に
果
た
し
て
い
る
。
前
述
の
二

つ
の
社
区
の
事
例
に
示
し
た
よ
う
に
、
区
政
府
の
補
助
金
を
受
け

て
、
社
区
は
介
護
の
専
門
的
な
民
間
業
者
と
提
携
し
、
社
区
の
住
民

に
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
区
居
民
委

員
会
は
常
に
住
民
の
意
見
を
聴
取
し
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し

て
、
民
間
業
者
が
住
民
の
要
望
に
即
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ

う
に
調
整
す
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
多
く
の
高
齢
者
の
在
宅
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
や
配
食
サ
ー
ビ
ス
を
は

じ
め
、
多
様
な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
区
居

民
委
員
会
が
住
民
同
士
の
支
え
合
い
、
助
け
合
い
を
基
本
と
し
て
、

地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
、
社
区
周
辺
の
地
域
資
源
を
最
大
限
に
活
か

し
、
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
た
独
自
の
事
業
に
よ
る
様
々
な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
社
区
居
民
委
員
会
は
、
高
齢
者
の
在
宅
生
活
問
題
を
発
見
し
、
住

民
相
互
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
「
共
助
の
場
」
を
つ
く
る
支
援
、
共

同
活
動
機
会
の
創
出
と
い
っ
た
取
り
組
み
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く

ほ
か
、
高
齢
者
及
び
家
族
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て

は
、
近
隣
住
民
の
相
互
の
支
え
合
い
や
、
専
門
機
関
の
専
門
職
、
必
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要
に
応
じ
て
行
政
と
も
協
働
・
連
携
す
る
こ
と
な
ど
の
橋
渡
し
の
役

割
を
果
た
す
。
今
後
、
共
助
的
な
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
る
た
め
に
、
社
区
居
民
委
員
会
は
社
区
で
発
生
す
る
様
々

な
高
齢
者
問
題
を
社
区
住
民
と
一
緒
に
考
え
な
が
ら
、
行
政
機
関
・

企
業
・
医
療
機
関
・
福
祉
団
体
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の
関
係

者
の
協
力
を
得
て
、
社
区
に
お
け
る
つ
な
が
り
の
再
生
、
相
互
の
助

け
合
い
活
動
の
展
開
、
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
対
す
る

生
活
支
援
を
推
進
す
る
役
割
を
一
層
果
た
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

㈡
　
社
区
の
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
の
課
題

　
北
京
市
の
事
例
に
示
し
た
よ
う
に
、
社
区
に
お
け
る
共
助
的
な
高

齢
者
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み
と
し
て
、
政
府
の
補
助
金
を
受
け
て
、

専
門
的
な
民
間
業
者
と
提
携
し
て
高
齢
者
に
対
し
て
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
や
入
所
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
見
守
り
・
安

否
確
認
、
引
き
こ
も
り
防
止
、
通
院
・
外
出
・
買
い
物
な
ど
の
付
き

添
い
、
買
い
物
や
公
共
料
金
の
支
払
い
の
代
行
、
掃
除
・
洗
濯
・
炊

事
な
ど
の
家
事
支
援
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
行
う
た
め
に
様
々
な
課
題
を

抱
え
て
い
る
。

　
第
一
に
、
政
府
の
補
助
金
や
購
買
費
の
投
入
が
少
な
く
、
安
定
的

で
制
度
化
さ
れ
た
予
算
措
置
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
政
府
が

支
援
し
て
い
る
の
は
身
体
障
害
者
や
一
人
暮
ら
し
の
困
窮
高
齢
者
で

あ
り
、
広
く
高
齢
者
一
般
に
拡
充
さ
れ
て
い
な
い
。

　
例
え
ば
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
室
の
設
立
に
対
し
て
、「
公
助
」
に
よ

り
制
度
面
や
財
政
面
で
の
支
援
が
見
ら
れ
た
が
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
室

の
運
営
指
導
・
規
模
の
拡
大
及
び
機
能
の
健
全
化
に
対
し
て
、
公
助

に
よ
る
制
度
面
や
財
政
面
で
の
支
援
が
少
な
い
。

　
第
二
に
、
政
府
の
監
督
や
評
価
シ
ス
テ
ム
が
完
備
さ
れ
て
い
な

い
。
民
間
業
者
に
対
す
る
有
効
な
監
督
や
評
価
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ

れ
て
お
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
の
基
準
や
管
理
の
規
範
も
整
っ
て
い
な
い
。

　
第
三
に
、
住
民
が
主
体
的
に
活
動
を
自
分
ご
と
と
し
て
展
開
し
て

い
く
の
は
難
し
い
。
社
区
に
お
け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム

の
構
築
が
進
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
民
間
企
業
や
団
体
組
織
に
よ
る

参
入
が
大
い
に
推
進
さ
れ
、
政
府
も
民
間
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
非

営
利
組
織
、
住
民
と
の
連
携
や
協
働
を
通
じ
た
事
業
の
推
進
を
歓
迎

し
て
い
る
。
し
か
し
、
社
区
の
現
場
レ
ベ
ル
で
は
住
民
と
政
府
の
協

働
が
あ
ま
り
見
ら
れ
て
い
な
い
。
住
民
の
参
画
を
重
視
す
る
政
策
を

打
ち
出
し
て
い
な
が
ら
も
そ
の
具
体
的
な
方
法
は
示
さ
れ
ず
、
住
民

に
よ
る
主
体
的
な
取
り
組
み
は
な
か
な
か
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
、
要
介
護
者
の
急
増
に
よ
り
、
高
齢
者
介

護
の
ニ
ー
ズ
が
急
増
し
た
。
し
か
し
、
従
来
の
家
族
に
よ
る
自
助
と

行
政
に
よ
る
公
助
は
い
ず
れ
も
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
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社
区
の
場
に
お
け
る
共
助
、
す
な
わ
ち
行
政
と
民
間
企
業
や
非
営
利

組
織
の
協
働
、
住
民
の
相
互
扶
助
な
ど
に
よ
っ
て
高
齢
者
の
在
宅
養

老
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
は
中
国
に
と
っ
て
最
重
要

課
題
と
な
っ
た
。
北
京
市
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
年
中

国
の
社
区
に
お
け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
は
急
速
に
発
展
し
、
サ
ー

ビ
ス
の
質
や
専
門
性
が
大
い
に
向
上
し
た
が
、
依
然
と
し
て
多
く
の

課
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
に
は
、
地
域
社

会
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
日

本
が
実
施
し
て
い
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
は
中
国
に

と
っ
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
で
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
工
程
管
理
と
し

て
、
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
重
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
地
域
の

人
口
構
成
や
健
康
状
況
、
社
会
資
源
の
状
況
、
将
来
的
な
予
測
に
関

す
る
こ
と
を
行
政
や
専
門
職
、
自
治
体
や
住
民
が
共
有
し
、
そ
の
達

成
に
向
け
た
具
体
的
な
計
画
を
作
成
・
実
行
し
、
評
価
や
計
画
の

見
直
し
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
目
標
達
成
に
向
け
た
活
動
を
継

続
的
に
改
善
す
る
取
り
組
み
を
し
て
い
〉
25
〈

る
。
中
国
は
こ
の
よ
う
な
取

り
組
み
が
不
十
分
な
た
め
、
今
後
は
地
域
に
お
け
る
活
動
計
画
を
如

何
に
策
定
し
、
社
区
居
民
委
員
会
を
中
心
に
、
企
業
や
非
営
利
組

織
、
住
民
と
い
っ
た
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
参
画
し
、
行
政
と
と
も
に

社
区
に
お
け
る
在
宅
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
築
い
て
い
く
の
か
が
重
要
で

あ
る
。

　
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
に
は
、
公
助
に
よ
る
行
政

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
み
な
ら
ず
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
民
間

企
業
等
の
多
様
な
事
業
主
体
に
よ
る
重
層
的
な
支
援
体
制
を
構
築
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住
民
同
士
の
支
え
合

い
も
重
要
で
あ
る
。
藤
村
正
之
は
生
活
や
福
祉
を
支
え
る
社
会
関
係

の
四
つ
の
象
限
「
親
密
性
」「
協
働
性
」「
公
共
性
」「
市
場
性
」
の

相
互
関
連
性
に
つ
い
て
分
析
し
、
こ
の
四
つ
の
象
限
の
諸
機
能
を
フ

ル
稼
働
さ
せ
て
最
適
な
混
合
シ
ス
テ
ム
を
探
索
し
た
。
特
に
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
労
働
の
個
人
化
、
家
族
の
個
人
化
が
進

ん
で
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
地
域
共
同
体
や
親
族
共
同
体
及
び

Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
中
核
と
す
る
市
民
活
動
な
ど
の
「
連
帯
」
や
「
協
働
性
」

の
重
要
さ
を
説
い
〉
26
〈

た
。
中
国
で
は
、
社
会
主
義
時
代
に
お
け
る
人
民

公
社
や
国
有
単
位
な
ど
の
職
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
つ
れ
て
、

人
々
の
共
同
体
意
識
が
強
く
な
り
、
共
同
体
に
対
す
る
依
存
度
が
高

く
な
っ
て
、
人
々
に
運
命
共
同
体
と
い
う
意
識
を
植
え
付
け
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
市
場
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
都
市
部
に
お
い
て
「
単

位
制
度
」
は
崩
壊
し
た
が
、
古
い
社
区
と
り
わ
け
同
じ
「
単
位
」
の

住
民
か
ら
な
る
「
単
位
社
区
」
に
お
い
て
、
住
民
の
相
互
扶
助
の
伝

統
は
ま
だ
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
社
区
居
民
委
員
会
は
住

民
同
士
の
相
互
扶
助
を
基
本
に
、
社
区
の
人
と
人
の
つ
な
が
り
及
び

社
会
組
織
や
民
間
団
体
、
業
者
な
ど
と
の
協
力
を
大
切
に
し
、
助
け

合
い
・
支
え
合
い
の
仕
組
み
を
つ
く
り
、
地
域
社
会
の
「
共
助
」
に

よ
っ
て
高
齢
者
に
様
々
な
養
老
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
一
層

推
進
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
今
後
、
高
齢
化
が
急
ス
ピ
ー
ド
で
進
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む
な
か
、
日
々
増
大
す
る
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
、
誰
も

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
い
つ
で
も
安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
し

て
い
く
た
め
に
は
、
日
本
の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
整

備
し
、
地
域
の
共
助
に
よ
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
し
て
い
く
こ

と
は
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

「
社
区
」
と
はC

om
m

unity
の
訳
語
で
あ
る
。
人
々
の
共
同
生

活
の
領
域
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
都
市
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
大
体

数
棟
の
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
、
世
帯
数
は
お
お

よ
そ
一
〇
〇
〇
世
帯
で
あ
る
。
日
本
の
町
内
会
に
相
当
す
る
。

〈
2
〉 

光
明
日
報
理
論
部
学
術
月
刊
編
集
部
・
中
国
人
民
大
学
書
報
資

料
中
心
「
二
〇
一
四
年
度
中
国
十
大
学
術
熱
点
」『
光
明
日
報
』二
〇

一
五
年
一
月
一
四
日
付 http://epaper.gm

w.cn/gm
rb/htm

l/2015-
01/14/nw.D

110000gm
rb_20150114_1-14.htm

（
二
〇
二
〇
年
七

月
二
五
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
3
〉 

丁
建
定
「
居
家
養
老
服
務
│
│
認
識
誤
区
、
理
性
原
則
及
完
善

対
策
」『
中
国
人
民
大
学
学
報
』
二
〇
一
三
年
第
二
期
、
二
五
頁
。

〈
4
〉 

王
思
斌
「
社
区
照
顧
対
中
国
社
会
的
借
鑑
意
義
」（『
社
会
工
作

研
究
』
一
九
九
四
年
第
三
期
、
一

－

六
頁
）、
郭
競
成
「
居
家
養
老

模
式
的
国
際
比
較
與
借
鑑
」（『
社
会
保
障
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
一

期
、
二
九

－

三
九
頁
）、
陳
偉
「
英
国
社
区
照
顧
之
於
我
国
“
居
家

養
老
服
務
”
本
土
化
進
程
及
服
務
模
式
的
構
建
」（『
南
京
工
業
大
学

学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
一
一
巻
第
一
期
、
二
〇
一
二
年
三
月
、

九
三

－
九
九
頁
）
な
ど
。

〈
5
〉 

胡
宝
奇
・
大
和
三
重
「
中
国
都
市
部
に
お
け
る
高
齢
者
の
在
宅

サ
ー
ビ
ス
利
用
意
向
お
よ
び
そ
の
関
連
要
因
│
│
「
社
区
」
特
性
と

社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
」『H

um
an W

elfare

』
第
九
巻
第

一
号
、
二
〇
一
七
年
、
二
〇
五

－

二
一
八
頁
。

〈
6
〉 

張
紀
南
・
韓
懿
「
中
国
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
現
状
お
よ
び

問
題
点
に
関
す
る
分
析
│
│
天
津
市
住
民
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
中
心
に
」『
城
西
現
代
政
策
研
究
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
二
〇

一
九
年
三
月
、
八
三

－

一
〇
五
頁
。

〈
7
〉 

姚
新
華
・
水
垣
源
太
郎
「
中
国
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
多
元

化
の
現
状
と
課
題
│
│
湖
南
省
民
弁
非
企
業
養
老
施
設
を
事
例
と
し

て
」『
奈
良
女
子
大
学
社
会
学
論
集
』
二
五
号
、二
〇
一
八
年
三
月
、

四
一

－

五
〇
頁
。

〈
8
〉 

畢
麗
傑
「
中
国
都
市
部
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
の
社
会
化
│
│

北
京
市
と
上
海
市
の
事
例
研
究
を
通
じ
て
」『
立
命
館
国
際
研
究
』

第
二
三
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
六
月
、
一
三
一

－

一
五
二
頁
。

〈
9
〉 

地
域
包
括
ケ
ア
研
究
会
『
報
告
書
』
二
〇
一
三
年
三
月
。

〈
10
〉 

池
田
省
三
「
サ
ブ
シ
デ
ィ
ア
リ
テ
ィ
原
則
と
介
護
保
険
」『
季

刊 

社
会
保
障
研
究
』Vol. 36, N

o. 2

、
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
二
〇
〇

－

二
〇
九
頁
。

〈
11
〉 

藤
田
弘
夫
・
吉
原
直
樹
『
都
市
社
会
学
』
有
斐
閣
、
一
九
九
九

年
、
一
一
七
頁
。

〈
12
〉 
同
書
、
一
一
五

－

一
一
六
頁
。

〈
13
〉 

国
連
が
定
め
た
高
齢
化
の
定
義
に
よ
る
と
、
六
五
歳
以
上
の
高
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齢
者
が
総
人
口
に
占
め
る
比
率
が
七
％
以
上
に
な
る
と
「
高
齢
化
社

会
」
と
い
う
。
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
が
一
四
％
超
に
な
る

と
「
高
齢
社
会
」
で
、
同
比
率
が
二
一
％
超
に
な
る
と
「
超
高
齢
社

会
」
で
あ
る
。

〈
14
〉 

「
中
国
発
展
報
告
二
〇
二
〇
│
│
中
国
人
口
老
齢
化
的
発
展
趨

勢
和
政
策
」
二
〇
二
〇
年
六
月
一
九
日
生
活
数
据http://www. 

199it.com
/archives/1068230.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日
ア

ク
セ
ス
）

〈
15
〉 

「
二
〇
一
四
年
中
国
老
年
社
会
追
踪
調
査
」http://class.ruc.

edu.cn/index.php?r =docum
ent/quesdetail&

cid =24

（
二
〇
二
〇

年
八
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
16
〉 

「
関
於
加
速
実
現
社
会
福
利
社
会
化
的
意
見
」
中
国
改
革
開
放

デ
ー
タ
ベ
ー
ス http://rhb.reform

data.org/#/article/7B3403F79
B478699224BB449509694C

F?title

（
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日

ア
ク
セ
ス
）

〈
17
〉 

「
中
共
中
央
、
国
務
院
関
於
加
強
老
齢
工
作
的
決
定
」
労
働
法

宝
網 http://law.51labour.com

/lawshow-19149.htm
l

（
二
〇
二
〇

年
八
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
18
〉 

「
関
於
全
面
推
進
居
家
養
老
服
務
工
作
的
意
見
」
中
華
人
民
共

和
国
中
央
人
民
政
府
網 http://www.gov.cn/zwgk/2008-02/25/

content_899738.htm

（
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
19
〉 

「
中
国
老
齢
事
業
発
展
“
十
二
五
”
計
画
」
中
国
改
革
開
放

デ
ー
タ
ベ
ー
ス http://rhb.reform

data.org/#/article/0188E
8B8B

014829E
2FA

0F430F0A
95961?title

（
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日

ア
ク
セ
ス
）

〈
20
〉 

「
中
共
中
央
関
於
制
定
国
民
経
済
和
社
会
発
展
第
十
三
個
五
年

規
画
的
建
議
」
中
華
人
民
共
和
国
中
央
人
民
政
府
網 http://www.

gov.cn/xinwen/2015-11/03/content_2959432.htm

（
二
〇
二
〇
年

八
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
21
〉 

党
俊
武
主
編
『
中
国
城
郷
老
年
人
生
活
状
況
調
査
報
告
（
二
〇

一
八
）』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、二
〇
一
八
年
、三
一

－

三
二
頁
。

〈
22
〉 

重
磅
「
北
京
市
老
齢
事
業
発
見
報
告
（
二
〇
一
九
）」
在
京
発

布 https://www.sohu.com
/a/426698270_120063265

（
二
〇
二

〇
年
一
〇
月
二
六
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
23
〉 

「
北
京
市
国
民
経
済
和
社
会
発
展
第
十
三
個
五
年
規
劃
綱
要
」

北
京
市
人
民
政
府 http://www.beijing.gov.cn/gongkai/guihua/

wngh/qtgh/201907/t20190701_99981.htm
l

（
二
〇
二
〇
年
一
〇

月
二
六
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
24
〉 

中
国
の
病
院
は
規
模
、
研
究
分
野
、
人
材
や
技
術
レ
ベ
ル
、
医

療
設
備
な
ど
に
よ
っ
て
「
病
院
レ
ベ
ル
別
管
理
基
準
」
に
基
づ
い
て

評
価
さ
れ
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
ら
れ
る
。
一
級
病
院
と
は
、
社

区
に
医
療
や
予
防
、
リ
ハ
ビ
リ
、
保
健
な
ど
の
総
合
的
な
サ
ー
ビ
ス

を
直
接
提
供
す
る
基
層
レ
ベ
ル
の
病
院
を
指
す
。
二
級
病
院
と
は
、

い
く
つ
か
の
社
区
を
跨
い
で
医
療
衛
生
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
地
域

の
病
院
を
指
す
。
三
級
病
院
と
は
、
地
域
を
跨
ぐ
省
、
市
及
び
全
国

範
囲
で
医
療
衛
生
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
病
院
を
指
す
。

〈
25
〉 

内
山
智
尋
「
中
国
北
京
市
の
社
区
に
お
け
る
高
齢
者
養
老
サ
ー

ビ
ス
体
制
に
つ
い
て
│
│
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観

点
か
ら
」『
福
祉
社
会
開
発
研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇
二
〇
年
三

月
、
五
一
頁
。
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〈
26
〉 

藤
村
正
之
編
『
協
働
性
の
福
祉
社
会
学
│
│
個
人
化
社
会
の
連

帯
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
一

－

二
六
頁
。

参
考
文
献

〈
日
本
語
〉

池
田
省
三
「
サ
ブ
シ
デ
ィ
ア
リ
テ
ィ
原
則
と
介
護
保
険
」『
季
刊 

社
会

保
障
研
究
』Vol. 36, N

o. 2
、
二
〇
〇
〇
年
九
月

内
山
智
尋
「
中
国
北
京
市
の
社
区
に
お
け
る
高
齢
者
養
老
サ
ー
ビ
ス
体

制
に
つ
い
て
│
│
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か

ら
」『
福
祉
社
会
開
発
研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月

胡
宝
奇
・
大
和
三
重
「
中
国
都
市
部
に
お
け
る
高
齢
者
の
在
宅
サ
ー
ビ

ス
利
用
意
向
お
よ
び
そ
の
関
連
要
因
│
│
「
社
区
」
特
性
と
社
会
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
」『H

um
an W

elfare
』
第
九
巻
第
一
号
、

二
〇
一
七
年
、
二
〇
五

－

二
一
八
頁

近
藤
大
介
『
未
来
の
中
国
年
表
│
│
超
高
齢
大
国
で
こ
れ
か
ら
起
こ
る

こ
と
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
八
年

地
域
包
括
ケ
ア
研
究
会
『
持
続
可
能
な
介
護
保
険
制
度
及
び
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
報
告
書
』
二
〇

一
三
年
三
月
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

趙
氷
「
中
国
都
市
部
に
お
け
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
研
究

│
│
地
域
社
会
に
お
け
る
共
助
の
視
点
か
ら
」
博
士
学
位
論
文
、
二

〇
一
六
年
二
月

張
紀
南
・
韓
懿
「
中
国
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
現
状
お
よ
び
問
題
点

に
関
す
る
分
析
│
│
天
津
市
住
民
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
中

心
に
」『
城
西
現
代
政
策
研
究
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
九
年

三
月
、
八
三

－

一
〇
五
頁

畢
麗
傑
「
中
国
都
市
部
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
の
社
会
化
│
│
北
京
市

と
上
海
市
の
事
例
研
究
を
通
じ
て
」『
立
命
館
国
際
研
究
』
第
二
三

巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
六
月
、
一
三
一

－

一
五
二
頁

藤
田
弘
夫
・
吉
原
直
樹
『
都
市
社
会
学
』
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年

藤
村
正
之
編
『
協
働
性
の
福
祉
社
会
学
│
│
個
人
化
社
会
の
連
帯
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年

姚
新
華
・
水
垣
源
太
郎
「
中
国
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
多
元
化
の
現

状
と
課
題
│
│
湖
南
省
民
弁
非
企
業
養
老
施
設
を
事
例
と
し
て
」

『
奈
良
女
子
大
学
社
会
学
論
集
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
、

四
一

－

五
〇
頁

〈
中
国
語
〉

陳
偉
「
英
国
社
区
照
顧
之
於
我
国
“
居
家
養
老
服
務
”
本
土
化
進
程
及

服
務
模
式
的
構
建
」『
南
京
工
業
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
一

一
巻
第
一
期
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
九
三

－

九
九
頁

丁
建
定
「
居
家
養
老
服
務
│
│
認
識
誤
区
、
理
性
原
則
及
完
善
対
策
」

『
中
国
人
民
大
学
学
報
』
二
〇
一
三
年
第
二
期
、
二
〇

－

二
六
頁

党
俊
武
主
編
『
中
国
城
郷
老
年
人
生
活
状
況
調
査
報
告
（
二
〇
一
八
）』

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
八
年

郭
競
成
「
居
家
養
老
模
式
的
国
際
比
較
與
借
鑑
」『
社
会
保
障
研
究
』

二
〇
一
〇
年
第
一
期
、
二
九

－

三
九
頁

童
星
「
発
展
社
区
居
家
養
老
服
務
以
応
対
老
齢
化
」『
探
索
與
争
鳴
』

二
〇
一
五
年
八
月
、
六
九

－

七
二
頁

王
思
斌
「
社
区
照
顧
対
中
国
社
会
的
借
鑑
意
義
」『
社
会
工
作
研
究
』
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一
九
九
四
年
第
三
期
、
一

－

六
頁

王
震
「
居
家
社
区
養
老
服
務
供
給
的
政
策
分
析
及
治
理
模
式
重
構
」

『
探
索
』
二
〇
一
八
年
第
六
期
、
一
一
六

－

一
二
六
頁

中
国
人
民
大
学
中
国
調
査
與
数
拠
中
心
『
中
国
老
年
社
会
追
踪
調
査
』

http://class.ruc.edu.cn/index.php?r =docum
ent/quesdetail&

cid = 
2 4

（
二
〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）


